
有限会社	 山根建設	 	 行動計画（第４回） 

 
社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を充分に発揮で

きるようにするため、次のように行動計画を策定する。 
 
１．計画期間	 	 令和２年	 ４月１日	 ～	 令和７年	 ３月３１日 
２．内容 

目標１：小学校就学前の子供を育てる労働者が利用できる措置を導入したので 
周知の強化 
Ⅰ）短時間勤務制度 
Ⅱ）所定労働時間を越えて、原則労働させない制度 
Ⅲ）会社の経営状況等に応じ、子育て支援金を支給する制度を内規として、

毎年８月及び１２月に支給する 
	 	 《対策》 
● 令和元年１０月～	 この制度について月１回開催される全体会議の折に、周知 

徹底を図る。 
● 令和元年１１月～	 対象者については声掛けをして利用を働きかける。 

<参考> 
	 	 	 	 ＊平成２２年１２月以降	 制度導入時に全従業員に周知していたが、該当者がい

なかった為、実績件数は０件であった。しかし、当社の従業員の約半数が４０

歳代であることから、制度の取得ニーズは高まると考えられる。 
 

目標２：子どもの看護休暇について、１時間を単位とする取得を可能とする措置 
を導入したので周知の強化  

	 	 《対策》 
● 令和元年１０月～	 	 この制度について月１回開催される全体会議の折に、周知 

徹底を図る。 
● 令和元年１１月～	 	 条件に該当する子供のいる従業員には声掛けをして利用を 

働きかける。 
<参考> 

	 	 ＊当社従業員の約半数が４０歳代で、就学児童・生徒を扶養している者が多く、

配偶者も就労している家庭が多数を占めているため、制度の取得ニーズは高ま

ると考えられる。 


